
（整理番号   ９） 
福 島 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

本審議会      第       回     議 事 要 旨  
地域別最低賃金専門部会   第   ５   回     議 事 録  

                                       公開・非公開 
開  催  日  時                  令和４年８月５日（金）１3 時 3０分～１７時３０分 
場       所 福島合同庁舎３階共用会議室 

出  席  状  況                   
公  益 を 代 表 す る 委 員   出席   ３人  定数   ３人 
労 働 者 を 代 表 す る 委 員   出席   ３人  定数   ３人 
使 用 者 を 代 表 す る 委 員   出席  ３人  定数   ３人 

主  要  議  題                   
１ 金額審議 
２ 答申内容 

議 事 要 旨 ・ 議 事 録  
１ 金額審議 

労働者側主張 
・ 令 和 4年 1月 か ら 6月 ま で の 消 費 者 物 価 指 数 上 昇 の 平 均 は 、東 京 よ り 福 島 の 方

が 0.5％ 高 く 推 移 し て い る こ と か ら 、使 用 者 側 の 歩 み 寄 り は 理 解 す る が 前 回
提 示 額 と 同 額 の 34円 引 上 げ 862円 を 提 示 し た 。 （ 1回 目 ）  

・ 消費者物価の動向も福島市で３％を超えており、今後も＋αになる見込みはあるが、
歩み寄りが重要と考え、32円引上げ860円を提示した。（2回目） 

・ 歩み寄りと全会一致を希望し、目安額の30円を提示した。（3回目） 
使用者側主張 
・ 中 賃 の 小 委 員 会 報 告 で 、 引 き 上 げ 額 の 目 安 を 検 討 す る 基 準 と し て 適 当 と さ

れ た 3.3％ （ 828円 ×3.3％ =27円 ） を 参 考 に 、 消 費 者 物 価 指 数 だ け で な く 企
業 物 価 指 数 や 価 格 転 嫁 の 状 況 も 考 慮 し 、 25円 引 上 げ 853円 を 提 示 し た 。 （ 1
回 目 ）  

・ 目 安 額 30円 は 受 け 入 れ ら れ な い も の の 、中 賃 小 委 員 会 で 基 準 と し た 3.3％ を
根 拠 と す る 27円 引 上 げ 855円 を 提 示 し た 。 （ 2回 目 ）  

・ 歩 み 寄 り と 公 益 委 員 の 考 え 方 を 総 合 的 に 踏 ま え 、 30円 で 合 意 し た 。  
 公益委員の考え方 
・ 目安額での結論について、今回近隣の他県では、目安額にプラスするような動きがあ

る中で、全国に比して経済状況が良いわけではない福島県が、目安額での結論であれ
ば、他県と比して今年度の最低賃金上昇率は高くならないと考え、妥当性を持ってい
ると考える。 

 
２ 答申内容 

・時間額 828 円を 30 円引き上げ 858 円とすることを、全会一致で結審し答申した。 



 


